
 資料５ 

福岡県福祉労働部保護・援護課 

 

お薬手帳を活用した医療扶助適正化事業について 

 

○概要 

・生活保護受給者に対して、特定のステッカーを配布し、お薬手帳に貼ってもらうことで、

お薬手帳の一冊化を図る。 

・医療機関や調剤薬局へ行く際には、必ずステッカーを貼ったお薬手帳を持参するよう促

し、お薬手帳の持参定着を図る。 

 

○取組目的 

 お薬手帳の持参の定着・一冊化（普及・意識づけ） 

 

○取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

○取組スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 保護・援護課、福祉事務所はお薬手帳へ貼るステッカーを生活保護受給者へ配布

する。 

② 福祉事務所は医療機関等を受診の際は、必ずお薬手帳を持参するよう指導する。 

③ 薬局はお薬手帳の持参がない者又はステッカーの貼付がない者について、保護・

援護課へ報告を行う。 

④ 福祉事務所は、薬局より報告のあった者に対して、特定の一冊のお薬手帳を持参

するよう指導する。 

① ② ③

④ ⑤

福祉事務所

保護・援護課

生活保護受給者 薬局

福祉事務所
保護・援護課

①お薬手帳に貼るステッカーを配布
②受診の際は特定のお薬手帳を持参するよう指導

生活保護受給者 ③受診の際にステッカーを貼ったお薬手帳を持参

薬局
④お薬手帳の確認
⑤持参がないものについて、福祉事務所へ報告



○試行的実施について 

 県保健福祉(環境)事務所のうち下記１事務所で試行的に実施を行い、実施効果を検証する。 

 

 ・実施事務所：嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 

 ・対 象 者：約１，１００世帯、約１，５００人 

 ・実 施 期 間：令和３年４月１日から令和４年３月３１日（予定） 

 

 

・実施事務所：南筑後保健福祉環境事務所 

・対 象 者：大木町、広川町にお住まいの生活保護受給者 

約２００世帯、約３００人 

・実 施 期 間：令和３年３月～ 



■シールの貼付【例】

＜表紙の裏面＞

お薬手帳

活用促進



 



「お薬手帳の活用推進」報告書（記載例） 薬局名：
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「お薬手帳の活用推進」報告書（記載例） 薬局名：
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手帳を持参していない

【手帳の持参状況に応じた薬局でのお声掛け等】

手帳を持参していない

１ 作ったことがない／無くした ⇒ 手帳の作成をお願いします。

２ 持ってくるのを忘れた ⇒ 次回持参するようお声掛けをお願いします。

３ その他の理由 ⇒ わかる範囲でご記入をお願いします。

手帳を持参しているが，ステッカーが貼られていない

４ ステッカーが貼られていない ⇒ 報告書へ記入。対象者へのお声かけ等は不要です。

※ステッカーを貼っているお薬手帳を持参している場合には，報告は不要です。

【報告書送付先】

福岡県庁福祉労働部保護・援護課あて

E-mail：engo@pref.fukuoka.lg.jp

FAX：０９２－６４３－３３０６
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お薬手帳活用業務フロー図

保護・援護課
南筑後保健福祉環境事務所

保護課
被保護者 薬局

チラシ、シール

作成、送付

チラシ、シール

受領

シールを

お薬手帳に貼付

（ひとり１冊）

お薬手帳

確認

報告書

とりまとめ

報告書

受領

報告書作成

未持参者

情報受領

お薬手帳

1冊化・持参

改善

送 付

持参

報 告

訪問時にお薬手帳の

シール確認を行う等

お薬手帳の活用を意識づけ

お薬手帳未持参者

等について作成

指 導

シールが不足している際

には追加で配布
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